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平成１７年度業務実績評価調書：独立行政法人港湾空港技術研究所 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

 
項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

１．業務運営の効率化に関する事

項 

（１）組織運営 

 １） 組織運営 

・ 高度化、多様化する研究ニーズ

に対応するための基本的組織

の枠を越えたフレキシブルな

研究体制の編成及び定期的な

組織の見直しを通じた効率的

な組織の編成。 

 

 

 

・ 基本的組織として、統括研

究官１、特別研究官３、３

研究部・新技術研究官１・

１８研究室、企画管理部３

課、研究計画官１、空港研

究センター１、津波防災研

究センター１，ＬＣＭ研究

センター１の組織編成。 

・ 経営戦略会議の検討に基づ

き基本的組織の枠を越えた

フレキシブルな研究体制を

編成。 

・ 研究主監制度を導入。 

 

 

 

５ 

・ 部・室・課による基本的な研究組織は、行

政・社会ニーズに対応し、機動的な応用研

究とそれを支える基礎研究を有機的に結

びつけ、研究業務を効果的に実施するのに

有効に機能しており、また、経営戦略会議

の綿密な検討に基づくLCM研究センタ

ー、研究部の総点検による沿岸環境領域の

設置や地盤・構造部におけるグループ制導

入など、高度化、多様化する研究ニーズに

迅速かつ効果的に対応するためのフレキ

シブルな組織運営を行っていることから、

中期目標の達成に向けて着実な実施状況

にあると認められる。 

・ さらに、上記の研究体制の新設の他、理事

長のリーダーシップの下での経営戦略会

議の頻繁な開催、重要事項に関する情報の

共有化等を図る幹部会の毎週月曜日の開

催、研究主監制度に基づく２人目の研究主

監の任命、第２期中期計画策定のための作

業グループの設置、研究所の非公務員化に

向けた諸準備の実施、研究所の総力を結集

した羽田空港再拡張プロジェクトチーム

の編成、特別研究等の実施のための連携研

究グループの編成、研究所の幹部と研究者

間との意思疎通を図る意見交換会の開催

等、組織運営に関する研究所の積極的で多

様な努力は高く評価できる。 

・ 特に、上記に関連して、上記の努力のいず

れもが独法の自主性を最大限に活用し、理

事長の強力なリーダーシップの下でしっ

かりした展望に基づき戦略的、計画的かつ

・  



 

                   ２

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

目配りの行き届いた研究所運営の一環と

して行われたこと及び18年度から始ま

る新しい中期計画策定や非公務員化のた

めの準備作業グループの設置、国土交通省

との緊密な連携の確保等に見られる第2

期中期目標期間への円滑な移行措置等は

極めて優れた取組みとして特筆すべきと

判断できることから、中期目標達成に向け

て特筆すべき優れた実施状況にあると認

められる。 

（２）人材活用 

１）外部の優秀な人材の活用 

・ 必要に応じ、博士号取得者採用

等、外部の優秀な人材を確保。 

・ 専門知識を有する任期付研究

員の採用等、外部からの人材活

用を図り、中期目標の期間を通

じ、研究者全体に占める任期付

研究員の割合として５％程度

を確保。 

 

 

 

・ 博士号を取得している任期

付研究員を新たに２名以上

採用。 

・ 研究者全体に占める任期付

研究員の割合として５％以

上を確保。 

・ 必要に応じ特別研究員を採

用。 

・ 優秀な任期付研究員の任期

付でない研究員としての任

用。 

 

 

４ 

・ 平成 17 年度には任期付研究員を 2 名採

用し、全研究者に占める任期付研究員の割

合は11.2％（年度当初）で、目標値を上

回っていること、また、優秀な任期付研究

員 1 名を任期付でない研究員として任用

したこと、加えて、さまざまな方法による

優秀な研究者の確保等、研究活動の活性

化・効率化を推進するための人材活用に取

り組んでいることから、中期目標の達成に

向けて着実な実施状況にあると認められ

る。 

・ さらに、全研究者に占める任期付研究員の

割合は中期計画の目標値を大きく上回る

水準を維持するとともに、研究所独自の特

別研究員制度による研究者の採用等幅広

い方法による多数の外部の優秀な人材の

確保とその活用に着実かつ継続的に努め

ている。また、包括的な客員研究者制度に

基づき、海岸工学分野につづき地盤工学分

野の世界的な権威を２人目の客員フェロ

ーとして招聘するとともに、コンクリート

劣化に関する著名な研究者を客員研究官

として招聘したことは、この分野における

研究の一層の高度化と研究所のさまざま

な研究活動の活性化に大きく寄与するも

のと期待される。加えて、任期付研究員と

・ 任期付の場合には、長所

と同時に、個人レベルで

は長期的展望の下で研究

を行うことが困難である

という短所もあるので、

長所を活かし、短所が問

題とならない運用が望ま

れる。 
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

の意見交換会の開催、任期付研究員の英文

による公募等人材確保のためのさまざま

な工夫を着実に実行していることから、中

期目標の達成に向けて優れた実施状況に

あると認められる。 

 ２）研究者評価システム 

・ 研究者のインセンティブ向上

のための、適切かつ公正な研究

者評価システムの導入。 

 

 

 

・ 研究者評価の実施及び評価

システムの一層の改善。 

 

 

５ 

・ 被評価者の自己申告から室長、部長等を経

て、理事長の最終評価に至るbottom-up

方式の評価システムにより、研究者評価を

継続的かつ着実に実施し、研究活動活性化

のための研究者評価の定着に取り組んで

いることから、中期目標の達成に向けて着

実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、この研究者評価システムは、過年

度におけるさまざまな改善を通じて、きめ

細かい評価項目の設定等による多様性を

確保しつつ順調に実施され、評価結果が研

究者の励みとなる効果を生みだしており、

水準の高い成熟したシステムとして既に

高く評価しているところである。17年度

においても、順調に研究者評価を実施する

とともに、新たに特別研究員に対する研究

者評価の実施を導入し、また、申告書の英

文による様式を作成するなど、研究所は研

究者評価システムの一層の充実を目指し

たさまざまな取り組みを行っている。 

・ 特に、上記に関連して、研究者評価が適切

であったかを確認するための事後アンケ

ートや意見交換会を実施し被評価者の声

も聴きながら評価制度にPDCAを上手に

織り込んでおり、加えて、研究者の研究活

動向上の視点から多面的に有効な評価方

法のあり方と表彰への反映のさせ方を不

断に検討するとともに、人間味のあふれた

評価をする姿勢が見られ、多くの研究者か

らも肯定的に捉えられていることは、極め

て優れた取り組みとして特筆すべきと判

・  



 

                   ４

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

断できることから、研究者評価システムに

関する研究所の努力は中期目標達成に向

けて特筆すべき優れた実施状況にあると

認められる。 

 ３）研究費の競争的配分制度 

・ 研究費の競争的配分制度を創

設。 

 

 

 

 

 

 

 
・ 特別研究、特定萌芽的研究

への研究費の競争的配分。

・ 研究者評価に基づく研究費

の傾斜配分の実施。 

・ 最適な研究実施体制を構築

するために、研究時間管理

システムのより一層の活

用。 

 

 

４ 

・ 特別研究制度、特定萌芽的研究制度及び研

究者評価に基づく所属研究室への研究費

追加配分制度の三つの制度による研究費

の競争的配分の実施、研究時間配分（エフ

ォート）の検討等により、研究活動の活性

化のための研究所内の競争的環境の形成

を図ったことから、中期目標の達成に向け

て着実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、この研究費の競争的配分制度につ

いては、例えば特定萌芽的研究の場合、年

度途中での応募・採択、研究費の年度繰り

越しの承認等さまざまな配慮を行いつつ

着実に運用している。研究費の競争的配分

制度の効果は、例えば、特定萌芽的研究の

成果が新しい研究へ発展しているなど多

方面に表れてきているが、特に、東南アジ

アにおける、港湾コンクリート構造物の耐

久性向上・維持管理に関するセミナー等一

連の国際会議の開催は、ＬＣＭに関する特

別研究を実施していたことによる成果で

あり、研究費の競争的配分制度が研究者の

意識向上や研究活動の活発化をもたらし

ている。また、この制度により研究所とし

て最も重要な研究活動が、現在、将来を通

じて高水準を保ち、社会に貢献できるよう

に努力している。研究所は、17年度にお

いても、継続的に本制度による研究費の競

争的配分を着実に実施するとともに、人当

研究費と競争的に配分する研究費との適

切なバランスの確保にも取り組んでいる

ことから、中期目標の達成に向けて優れた

実施状況にあると認められる。 

・ エフォートの活用はあま

り杓子定規に考えないよ

う運用すべきである。研

究は必ずしも時間とは比

例しない性格をもってい

る。 



 

                   ５

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

（３）業務運営 

１）外部委託 

・ 定型的業務については、業務の

性格を考慮し、適切と判断され

るものは積極的に外部委託。 

 

 

 
 
・ 定型的業務については、業

務の性格を考慮し、適切と

判断されるものは積極的に

外部委託。 

・ 新たな外部委託の可能性を

検討。 

 

 

３ 

・ 業務の性格を考慮しつつ、適切と判断され

るものは積極的に外部委託を進めている。

17 年度には経理システム改良作業を新

たに外部委託するとともに、社会保険及び

労働保険手続きについては検討の結果

18年4月から外部委託を開始し、旅費計

算の外部委託化の効果についても検討を

続ける等、研究所の業務運営の効率化を図

っていることから、中期目標の達成に向け

て着実な実施状況にあると認められる。 

 

・ 外部への業務委託がどの

程度のコスト縮減と内部

の労働時間活用につなが

ったかを評価することも

重要である。 

２）一般管理費 

・ 中期目標期間中の一般管理費

（人件費、公租公課等を除く）

の総額について、初年度の当該

経費相当分に５を乗じた額に

対し、２％程度抑制を目標に、

内部事務手続きの電子決済化

や簡素化等を推進。 

・  

 
・ 内部事務手続きの簡素化等

による業務運営の効率化を

図り、一般管理費について

1６年度実績程度以下を目

指す。 

 

 

 

 

３ 

・ 研究機関本来の研究業務を進展させるた

め、定期的に業務改善委員会で業務運営の

効率化を検討し、保守修繕・維持管理費の

削減など様々な一般管理費節減の地道な

努力をしており、その結果、平成17年度

の一般管理費は 16 年度の実績値を下回

るなど、研究所設立以来年度計画に沿って

一般管理費の抑制に積極的に努めてきた

ことから、中期目標の達成に向けて着実な

実施状況にあると認められる。 

 

２．国民に提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する事項 

（１）研究活動の推進のためとる

べき措置 

 １）研究の重点的実施 

・ 中期目標で示された３つの重

点研究領域について、具体的な

３０の研究テーマを設定。 

・ 重点研究領域の研究費の全研

究費に対する配分比率を初年

度（13年度：71.3％）から１０％

程度増加。 

 
 
 
 
 
・ それぞれの研究テーマに対

し、1７年度に取り組む個

別の研究課題として、７９

の研究実施項目を実施。 

・ 研究費の配分比率は８５～

９０％程度。 

・ 下記の８重点研究課題を特

に重点的に取り組む。 

 ①東海、東南海・南海地震に起

因する津波に対する防災技術に

 

 

４ 

・ 大臣に指示された重点研究領域について

79 の研究実施項目の着実な実施及び重

点研究課題の設定による研究の一層の重

点化とともに、平成17年度の重点研究領

域の研究費の配分比率は 88.5％を確保

し目標値（85～90％程度）を達成したこ

とから、中期目標の達成に向けて着実な実

施状況にあると認められる。 

・ さらに、内部・外部研究評価の結果の活用、

研究所が一体となった綿密な研究管理等

従来から進めてきた研究の着実な実施の

ための取り組みについては既に高く評価

しているところであり、引き続き幹部会に

おける研究実施状況の報告内容の詳細化

等研究管理システムの一層の充実を図り

・ 研究テーマ・サブテーマ

と重点研究課題との対応

関係を、今後、より重視

した検討が必要である。 



 

                   ６

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

関する研究 

②港湾、海岸、空港の施設に係

る耐震性能の向上と国際標準化

を目指した新たな設計法に関す

る研究 

③沿岸域における有害化学物質

の影響の評価と対策に関する研

究 

④東京湾の総合環境モニタリン

グと環境予測モデルに関する研

究（東京湾ベイトゥルース） 

⑤沿岸域の流出油対策技術に関

する研究 

⑥海中ロボットによる作業と監

視に関する研究 

⑦港湾・空港等施設のライフサ

イクルマネジメント（ＬＣＭ）

に関する研究 

 ⑧長周期波など波と流れの特性

を考慮した海浜変化予測に関す

る研究 

つつ、研究の着実な実施に努めている。ま

た、17年度における重点研究課題の実施

にあたっては、特別研究による研究費の重

点的充当、津波研究センターへの増員、沿

岸環境領域、LCM研究センターの本格的

稼働による研究体制の強化、大規模津波公

開実験や LCM 研究の活動報告会の開催

等の社会的にインパクトの高い活動、幅広

い視点から研究を推進するための多数の

国際会議の開催等を行うなど、優れた研究

成果の創出と研究成果の早期社会還元を

目指すとともに、第２期の中期目標期間に

向けた新たな研究体系を構築し研究の重

点化に取り組んでいることから、中期目標

の達成に向けて優れた実施状況にあると

認められる。 

２）重点研究領域における特別

研究の実施 

・重点研究領域の中でも特に緊急

性を有する研究（特別研究）に

対する、人員・資金の集中的投

入と横断的な研究体制の整備に

よる迅速な研究の推進。 

 

 

・下記の４件の「特別研究」を

行い、その実施にあたり必要

に応じ研究所の部・室の枠を

越えた横断的な研究体制で

整備。 

①港湾・空港構造物の性能評価

技術の高度化に関する研究 

 ②ＮＯＷＰＨＡＳと結合したデ

ータ適応型波浪推算法の開発

とその応用に関する研究 

 ③底泥中の有害科学物質の生物

および生態系への影響評価に

 

 

４ 

・ 特別研究として実施された 5 課題はいず

れも国家的・社会的に必要性と緊急性の高

いもので、選定も適切であり、また、人員・

資金の集中的投入と横断的な研究体制の

整備により機動的かつ迅速に研究を進め

ていることから、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、特別研究については、研究所の不

断の見直しによる制度の充実と着実な実

施により、研究の重点化を進めるうえで大

きな役割を果たすとともに、多くの優れた

研究成果を上げてきたことについては、既

に高く評価しているところである。平成

17年度においては、緊急性の高い1件の

新規研究に着手するとともに、5件の特別

 



 

                   ７

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

関する研究 

 ④巨大津波に対する被害軽減技

術に関する研究 

研究の実施においては 1 件あたりの平均

研究費を増額して取り組むとともに、これ

らの特別研究の研究成果は、研究途上にお

いても多数の研究論文として発表される

だけでなく、担当研究者の国・学会の各種

技術委員会への参画、全国の大学との幅広

い研究連携、多数の国際会議の開催等を通

じて幅広く活かされており、このことは研

究成果の内容が充実していることの証し

であり、重要な社会的貢献を果たしている

ことから、中期目標の達成に向けて優れた

実施状況にあると認められる。 

 ３）萌芽的研究への対応 

・将来の発展の可能性があると想

定される萌芽的研究については

適切な評価とこれに基づく予算

配分を行い先見性と機動性をも

って推進。 

 

 
・特に重点的に予算を配分する

ものを特定萌芽的研究と位

置付け、下記の３件の特定萌

芽的研究を実施。 
①掃流砂および浮遊砂の輸送量

に関する非線型数値解析 

②桟橋上部コンクリート中のス

ターラップ鉄筋における異常

腐食要因の解明 

③海底海面下の砂移動に関する

研究 

・年度途中においても、必要に

応じ新たな特定萌芽的研究

を追加。 

 

 

 

４ 

・ 年度途中での募集・採択等さまざまな配慮

を行いつつ、17年度には、内部・外部の

研究評価を通じて 7 件の多様な特定萌芽

的研究を選定し、研究費を高い水準で維持

する等着実に実施していることから、中期

目標の達成に向けて着実な実施状況にあ

ると認められる。 

・ さらに、特定萌芽的研究については、研究

所の不断の見直しによる制度の充実と着

実な実施により、研究者の研究意欲向上に

繋がっていること及び特定萌芽的研究の

成果がさまざまな形で発展していること

については、既に高く評価しているところ

である。17年度においても、特定萌芽的

研究の成果は、査読付論文の発表、国際会

議での発表、海草の新種の発見、外部の競

争的資金の獲得、特許出願等に結実してお

り、当初の期待以上に特定萌芽的研究の意

義が表れている。また、研究成果が得られ

ないと判断されれば無理に研究を続ける

のではなく年度途中での予算返納を認め

る制度を新たに導入するなど、特定萌芽的

研究制度の充実のため研究所はさまざま

な工夫を行っていることから、中期目標の

・  



 

                   ８

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

達成に向けて優れた実施状況にあると認

められる。 

 ４）受託研究の実施 

・国、地方自治体及び民間等がか

かえている各種の技術課題に関

しては、要請に基づきその解決

のための受託研究を幅広く実

施。 
 

 

 
・国、地方自治体及び民間等が

かかえている各種の技術課

題に関しては、要請に基づき

その解決のための受託研究

を幅広く実施。 
 

 

４ 

・ 港湾、海岸、空港の整備事業の中でも国策

上重要な研究に積極的に関与する等、社

会・現場の要請に的確に応えるべく、17

年度には国土交通省、同地方整備局、防衛

施設庁等、国から88件、地方自治体から

1件、その他2件、91件の受託研究をそ

れぞれの要請に基づき実施し現場課題の

解決に寄与していることから、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況にあると認

められる。 

・ さらに、羽田空港再拡張プロジェクト、東

京湾口航路整備事業を支援する研究、高潮

や津波から背後の都市を守る新形式防波

堤の開発に関する研究、東京湾の環境メカ

ニズムの解明に関する研究等の社会的貢

献度の高い受託研究を幅広く実施し成果

を挙げている。また、行政ニーズを把握す

るための国の機関の幹部との意見交換会、

民間からの要請を把握するための各種企

業団体との意見交換会を開催するととも

に、顧客満足度調査（委託者側の満足度調

査）を実施しその結果を自己研鑽と受託研

究成果の向上に繋げるなど研究所は受託

研究の成果向上のために真摯にさまざま

な工夫を行っていると認められることか

ら、中期目標の達成に向けて優れた実施状

況にあると認められる。 

・ リエゾンオフィスの設置

など民間からの受託研究

の拡大にも取り組んで頂

きたい。 

 ５）外部資金の活用 

・外部の競争的資金の積極的な導

入を図るために、研究者への周

知、奨励を行うとともに、導入

実績を研究者評価に反映させる

ことを検討。 
 

 
・外部の競争的資金の積極的な

導入を図るために、研究者へ

の周知、大学・研究機関との

幅広い連携、アドバイザー制

度の活用等導入促進策の実

施。 

 

４ 

 

・ 外部の競争的資金募集等に関する研究者

への情報の提供、外部資金獲得のためのア

ドバイザー制度の活用、関連する講演会の

実施、獲得実績の研究者評価への反映とこ

れに基づく理事長表彰等外部の競争的資

金導入促進のための奨励策を実施すると

ともに、獲得・実施にあたり幅広い産学官

・  



 

                   ９

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

 ・導入実績を研究者評価に反映

させる。 

連携を積極的に行っており、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況にあると認め

られる。 

・ さらに、外部の競争的資金の獲得のため、

上記の奨励策に加え、応募マニュアルの充

実などさまざまな取り組みを積極的に行

っており、中でも、従来から行っている獲

得した間接経費の研究者への還元は特に

優れた取り組みである。特に、研究所が単

独または共同研究機関の代表者として獲

得した外部の競争的研究資金の件数を

12/21（15 年度は 5/27、16 年度は

10/3１）と大幅に増やしており、高く評

価できる。また、外部の競争的資金による

研究の成果は、多数の査読付論文、特許出

願等に結実しているが、とりわけGPS波

浪計の開発は、国土交通省港湾局による１

７年度の検討を経て１８年度から全国配

備を開始するなど社会・行政ニーズに的確

に対応した誠に時宜を得た研究であり、外

部の競争的資金による研究成果として優

れたものであることから、中期目標の達成

に向けて優れた実施状況にあると認めら

れる。 

 ６）研究評価体制の整備 

・研究項目の設定や研究成果に関

し、内部評価及び外部評価を行

う体制を整備し、評価結果を研

究項目の設定や研究費の配分に

適切に活用。 
 

 
・部内評価会、内部評価委員会、

外部評価委員会を事前・中

間・事後に実施。 

・評価制度の一層の充実。 
・評価結果をホームページ上に

公表するとともに、研究費の

配分等に活用。 
 

 

５ 

・ ３層（部内評価会、内部評価委員会、外部

評価委員会）３段階（事前、中間、事後）

の評価システムが定着して、より着実に研

究評価を実施しており、研究内容の充実、

研究費の配分等に活用していることから、

中期目標の達成に向けて着実な実施状況

にあると認められる。 

・ さらに、この研究評価システムについて

は、従来からの不断の見直しと改善を通じ

て、評価結果を適切に研究推進へフィード

バックするPDCAサイクルが生かされる

とともに、研究者の意識改革に繋げている

・  



 

                   １０

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

ことなど、システムの水準が高く、かつ成

熟していることから、他の研究機関の“範”

となるシステムとして、既に高く評価して

いるところである。加えて、17年度にお

いては、研究所の第２期の研究体系に関し

て外部評価委員会の評価を受け、指摘事項

を積極的に活かして上記のように研究評

価システムの充実に繋げており、フォロー

も適切に行われている。また、事前の計画

エフォートと事後の実績エフォートとを

新たに比較し研究管理の改善に活用して

いる。 

・ 特に、上記に関連して 17 年度において

は、第２期の中期目標期間に向けて研究評

価の枠組みを再構築し、新たにテーマリー

ダーを設けて責任の所在をより明確にす

るなど評価方式のより精緻化を図り完成

度を高めたことは極めて優れた取組みと

して特筆すべきと判断できることから、中

期目標の達成に向けて特筆すべき優れた

実施状況にあると認められる。 

（２）他機関との有機的連携のた

め取るべき措置 

 １）共同研究の推進 

・研究の質の向上と効果的な研究

成果の獲得を図るため、中期目

標の期間中にのべ１７０件程度

の共同研究を実施。 

 

 

 

 

・共同研究を３５件程度実施。

・科振費による研究等にも、積

極的に大学・研究機関等と共

同して取り組む。 

 

４ 

・ 40 件の共同研究を実施し目標値を達成

するとともに、外部の競争的資金による共

同研究も含め幅広い産学官の研究連携を

積極的に推進し、また、共同研究の成果は

技術マニュアルへの反映等幅広く活用さ

れていることから、中期目標の達成に向け

て着実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、「鋼管杭の防食に関する研究」で

は、波崎の海洋研究施設を用いて鋼管杭の

防食、補修工法について20年にわたる共

同研究を行い、その成果の報告会を開催し

たこと、スマトラ沖大地震及びインド洋津

波災害に関して国内外の研究機関・大学と

の幅広い連携による共同現地調査や津波

防災に関する国際会議を継続して開催し

 



 

                   １１

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

たこと、ハリケーン・カトリーナによる災

害に関する調査を日本人として初めて米

国土木学会と共同で行う等国際的なレベ

ルでリーダーとしての役割を果たしたこ

となどは優れた成果である。また、このよ

うな対応が可能となったのは、従来から積

み重ねてきた共同研究等による研究連携

の実績に基づくものであり、研究所の研究

連携拡大に対する一貫した不断の取組み

の結果でもあることから、中期目標の達成

に向けて優れた実施状況にあると認めら

れる。 

 ２）研究交流の推進 

・外部研究者の受け入れ、国際セ

ミナーの主催・共催、国際会議

への研究者の派遣、国外の優れ

た研究機関に滞在しての研究な

ど、幅広い手段による研究交流、

人材交流を積極的に推進。 

 

・外部研究者の受け入れ、国際

セミナーの主催・共催、国際

会議への研究者の派遣、国外

の優れた研究機関に滞在し

ての研究、専門家を招聘して

の講演会、研究協力協定に基

づく研究協力の実施等、幅広

い手段による研究交流、人材

交流を積極的に推進。 

 

４ 

・ 国際会議の主催・共催、研究者の国外への

派遣、専門家を招聘しての講演会の開催の

他、研究協力協定の締結、外部研究者の受

け入れなどの幅広い手段による研究交流

を積極的に実施しており、中期目標の達成

に向けて着実な実施状況にあると認めら

れる。 

・ さらに、研究所に関連した研究分野での

19件に及ぶ国際会議を開催し、国際的に

日本及び研究所の存在感と卓越性を示し

たことは高く評価できる。中でも、津波・

高潮防災に関連した２件の国際会議の開

催においては、16年12月に発生したス

マトラ沖大地震及びインド洋津波災害や

17年8月に発生したハリケーン・カトリ

ーナによる災害に関し研究所が実施した

現地調査・分析、防災技術に関する研究等

を報告するなどタイムリーかつ有効な対

応により会議の開催意義を高めた。また、

新たに国外の 3 研究機関との研究協力協

定を締結するとともに、研究協力協定に基

づく幅広い研究活動によりさまざまな成

果を上げ、このシステムを有効に活用して

いる。こうしたことに加え、海外での国際

 



 

                   １２

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

会議への参加人数や研究所独自の在外研

究制度を活用する人数が増加するととも

に、国際航路会議のＷＧへの委員長として

の参画やＣＥＮへの参加等により技術の

国際標準化へも対応するなど、大変活発な

研究交流の状況にあり、技術に関する国際

的な貢献であるとともに、研究所内部の刺

激にもなっていると考えられることから、

中期目標の達成に向けて優れた実施状況

にあると認められる。 

３）国の関係機関との人事交流 

・行政ニーズを的確に把握し研究業

務に反映させるため、国の関係機

関との人事交流を適切に行う。 
 
 

 

 
・行政ニーズを的確に把握し研

究業務に反映させるため、国

の関係機関との人事交流の適

切な実施、意見交換の幅広い

実施。 
 

 

４ 

・ 研究所の研究分野に関係する行政の中枢

にいた人材の研究所運営の要所への配置

等国の関係機関との人事交流の適切な実

施及び国土交通技監や財務省主計官を初

めとする中央省庁の幹部との幅広い意見

交換の実施を通じて、行政ニーズの的確な

把握、研究業務への反映に努め、研究活動

の内容、意義に関する国の理解を深めるこ

とに役立っていることから、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況にあると認め

られる。 

・ さらに、研究所において国土交通本省や地

方整備局において行政実務の中心となっ

て活動している幹部職員や技術開発の中

心となっている技術調査所長と研究所の

研究員との意見交換の開催や国が設置す

る審議会への委員派遣、国土交通政策に対

する研究員の理解を深め今後の研究の方

向を考える上で大きな役割を果たすとと

もに、研究所の幹部が各地に出向いて行っ

た意見交換により受託研究の成果に関す

る満足度を具体的に把握するとともに研

究所の活動状況に対する理解を深めるこ

とができている。また、科学技術政策担当

大臣に理事長から、国として必要な研究機

関に対する国の財政措置の重要性をイギ
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項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

リス、オランダでの例を参考にして説明し

たことも高く評価できることから、中期目

標の達成に向けて優れた実施状況にある

と認められる。 

（３）研究成果の公開・普及及び

技術移転のためとるべき措

置 

１）研究成果の発表 

・研究成果の学会論文への投稿等

を奨励し、査読付論文数を研究

所設立前５年間に比べ 10％程

度増加。 

・上記の論文に占める英文論文の

比率を50％程度に引き上げる。

このために、語学研修の実施、

国際会議等への参加機会の増大

等に努める。 

・論文投稿数を研究者評価に反映

させることを検討。 

 

 

 
 
 
・査読付論文数７５編以上（研

究所設立前の年平均値が65

編）を目指す。 

・英文比率を50％程度とする

中期目標を達成するため、語

学研修の実施、国際会議等へ

の参加機会の増大、論文投稿

数を研究者評価に反映等の

論文発表数増大策の実施。 

 

 

５ 

・ 学会論文集への投稿などの形で研究成果

を査読付論文として131編発表し年度計

画の目標値を上回るとともに中期目標値

も超過しており、また、研修の実施等さま

ざまな努力により英文論文の発表が着実

に増加し中期目標値を超過したことから、

中期目標の達成に向けて着実な実施状況

にあると認められる。 

・ さらに、査読付論文数は研究所設立以降着

実に増加し、高いレベルで安定的に毎年度

の目標値を上回っていること、実践的な語

学研修の実施や国際会議への研究者の積

極的な派遣等英文論文発表のための環境

整備に研究所が極めて意欲的に取り組ん

できたこと、17 年度における研究者 10

名の論文賞等の受賞や学会での評価から

判断して研究成果の質も全般的に非常に

高いこと、英文論文や国際会議を通じた国

外への情報発信も十分に実施されている

こと等研究成果の質の高さと論文発表に

対する研究所の積極的な取組みの両面か

ら研究成果の発表について高く評価でき

る。 

・ 特に、上記に関連して、査読付論文の発表

数が年度計画を大幅に上回るとともに中

期目標値も大幅に上回っていること及び

極めて意欲的な目標設定である「英文論文

比率50％」という中期目標値を達成した

ことに見られる極めて高い水準での目標

達成状況は特に優れた成果として特筆す

べきと判断できることから、中期目標の達

成に向けて特筆すべき優れた実施状況に

・ IF（インパクト・ファクタ

ー）の高いジャーナルに

も引き続き論文を発表

し、国際学会等での認知

度をさらに高めてほし

い。 



 

                   １４

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

あると認められる。 

２）研究報告書の刊行等 

・研究成果の普及を図るために、

研究成果を報告書としてとりま

とめ年４回程度刊行して内外の

機関に幅広く配布。また概要等

をインターネットを通じて公表

する。 

 

 

・港湾空港技術研究所報告、

同・資料を年４回定期刊行、

各々500 部以上を国内外の

機関に幅広く配布。また概要

等をホームページ上で公表。

 

 

４ 

・ 港湾空港技術研究所報告、同資料を年４回

刊行し各700部以上を国内外の大学・研

究機関等に幅広く配布しており目標値を

達成するとともに、概要をホームページで

公開していることなどから、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況にあると認め

られる。 

・ さらに、港湾空港技術研究所報告、同資料

の公表に際し、従来から研究所内で２段階

の厳格な内容審査を行い、より質の高い研

究成果を国民や世界の研究者へ提供する

ために継続的に努力している。これに加

え、17年度には、研究者への報告・資料

執筆インセンティブの向上と現場技術者

等への活用促進を狙いとした優秀な報

告・資料の表彰、港湾空港技術研究所報告、

同資料全文のホームページでの 18 年度

開始に向けた公表準備、全国沿岸域の波浪

観測データ、地震観測データ、東京湾海象

観測データ等の CD-ROM やホームペー

ジでの継続的な公表などは他の研究機関

の研究者等に有用な研究情報を提供する

ことを通じて独立行政法人としての研究

所の使命を的確に果たしていることから、

中期目標の達成に向けて優れた実施状況

にあると認められる。 

 

３）国民への情報提供 

・研究所の活動について広く国民

に情報提供するため、広報誌の

刊行、インターネットによる情

報提供。また、研究所の実験研

究施設の公開、社会的関心の高

い研究テーマを中心とした講演

会を各々年１回以上実施。 

 
・広報誌の定期刊行〈年４回〉

やホームページ等を通じた

情報発信を実施。 
・研究所の公開〈一般向け２

回・小中学生等向け１回以

上〉、講演会〈一般向け２回〉

を実施。 
・「総合学習講座」を要請に応

 

４ 

・ 広報誌を年４回刊行、研究所公開を年３回

実施、講演会を年３回実施することにより

目標値を達成するとともに、アンケートに

よるフォローや総合学習講座を行うなど、

積極的に国民への情報提供に取り組んで

いることから、中期目標の達成に向けて着

実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、過年度から既に高く評価している

ところであるが、夏と秋の研究所の公開に

・ 研究成果を基に、国民の

生活に関係する話題及び

教育機関が利用できる内

容の 2 種類の“港空研叢

書シリーズ”的な書籍の

発刊を期待する。 



 

                   １５

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

じて実施。 おけるそれぞれ来訪者の特性に合わせた

展示内容の設定、ホームページの充実、研

究活動を紹介する各種パンフレットの作

成、秋の一般公開における市民講座の開催

等、研究職員、一般職員が積極的に工夫し

ながら、きめ細かい配慮を行いつつ、国民

からの理解を得るアクティブな努力を数

多く重ねており、国民への情報提供に対す

る研究所の姿勢は大変前向きである。この

ような国民への情報提供の積み重ねが、研

究所の研究活動の高度化と合わせて、17

年度にはさまざまなメディアに研究所が

取り上げられ、過年度実績の 2 倍を上回

る数に来訪者実績が増大する結果に繋が

ったものと推測される。また、一般の国民

を対象にした講演会での著名な学者の特

別講演の実施は一般国民の研究所への関

心を高めるとともに、研究者への刺激にも

なり、優れた取り組みであることから、中

期目標の達成に向けて優れた実施状況に

あると認められる。 

４）技術移転の実施 

・港湾技術者を研修生、大学生等

を実習生として毎年合計50名

程度を受け入れ。 

・技術者講習会の実施、国の技術

者研修への講師派遣、各種技術

委員会への委員派遣、途上国向

け技術協力への専門家派遣など

により技術移転を実施。 

 

・研修生・実習生50名程度の

受け入れ。 

・技術者講習会の実施、国の技

術者研修への講師派遣、地方

整備局との連携による研究

成果の報告会の実施、各種技

術委員会への委員派遣、途上

国向け技術協力への専門家

派遣などにより技術移転を

実施。 

 

 

４ 

・ 研修生・実習生65名を受け入れ目標値を

達成するとともに、講習会の開催、国の技

術者研修への講師の派遣、地方整備局での

研究報告会の開催、国際技術協力の実施等

により積極的に技術移転を図っているこ

とから、中期目標の達成に向けて着実な実

施状況にあると認められる。 

・ さらに、過年度から多様な技術移転の取り

組みを行い、また、その実施内容も優れて

おり、研修生・実習生や講習会等の参加者

に対するアンケートにおいても極めて高

い満足度を得ていることから、研究所の技

術移転活動については既に高く評価して

いるところである。特に、この中で、17

年度実施の「港湾構造物の維持管理技術講

・  



 

                   １６

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

習会」等の講習会は現場の技術者の要請に

即した効果的な取り組みであり、また、研

究者が国際活動に関連した賞を 17 年度

にも受賞したことにも表れているように、

国際研修の実施、海外からの依頼による研

究者の派遣、海外の技術者の研究所での研

修等技術に関する国際貢献にも大きな役

割を果たしていることから、中期目標の達

成に向けて優れた実施状況にあると認め

られる。 

５）大学等への講師等としての

派遣 

・研究者・技術者の養成を支援す

るために、大学等の研究・教育

機関へ研究所の研究者を非常勤

講師等として派遣。 

 

 

 
 
・大学等の研究・教育機関へ助

教授等としてこれまでと同

数程度派遣。 
・連携大学院制度を通じて研究

者・技術者教育への貢献。 

 

４ 

・ 研究者を大学等の研究教育機関に 13 名

客員教授、講師等として派遣し研究者・技

術者の養成を積極的に支援しており、中期

目標の達成に向けて着実な実施状況にあ

ると認められる。 

・ さらに、研究所は継続的に大学へ研究者を

転出させているが、これは大学における研

究者・技術者の養成に大きく貢献するもの

であることは勿論、研究所の研究水準の高

さが保たれている証左であり、高いレベル

で研究活動を維持している研究所の努力

の表れでもある。また、連携大学院制度に

よる研究活動活性化のため研究所理事長

が講演を行ったことはこの制度に対する

研究所の真摯な姿勢の現われとして評価

でき、加えて、連携大学院制度に基づく研

究者の客員教授就任と研究所への大学院

生の受け入れ、本制度には関わらず従来か

ら実施している大学での特別講義により、

次世代の研究者・技術者の養成における研

究所の貢献度は大きいことから、中期目標

の達成に向けて優れた実施状況にあると

認められる。 

 

６）知的財産権の取得・活用 

・研究者による知的財産権の取得

を奨励し、知的財産権の出願件

 

・知的財産権の取得・活用を促

す所内研修の実施等により

 

４ 

・ 顧問弁理士による所内研修等特許出願の

奨励策の実施により、特許17件を出願し

昨年度の出願件数を上回るとともに、知的

 



 

                   １７

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

数を研究所設立前５年間に比べ

10％程度増加（出願件数の総数

50件程度）。出願件数を研究者

評価に反映させることを検討。

また、取得した知的財産権の利

用促進を図る。 

 

研究者による知的財産権の

取得を奨励する。出願件数を

研究者評価に反映させる。 
・知的財産管理活用委員会にお

いて知的財産権管理・活用の

あり方について検討し、利用

促進を図る。 

 

財産管理活用委員会において特許の管

理・活用のあり方について検討し、利用促

進にも努めていることから、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況にあると認め

られる。 

・ さらに、特許出願件数については、13年

度の目標値未達成を大きな契機として、さ

まざまな特許出願の奨励策を強い危機感

を持って研究所全体として積極的に取組

み、14年度以降着実に出願件数の増加に

努めた結果、17年度において目標値を大

幅に越えて中期目標を達成した研究所の

努力は高く評価できる。また、17年度に

は知的財産管理活用委員会の機能を強化

し、既存特許の適切な管理に加えて特許情

報に関するパンフレット改訂等の特許権

の利用促進策の検討や実施を行うととも

に、特許出願・審査請求時の慎重な内部審

査の実施に努めるなど特許に関する総合

的管理の取り組みは時宜を得たものであ

り、特許の今後一層有効な活用が期待され

ることから、中期目標の達成に向けて優れ

た実施状況にあると認められる。 

（４）研究者評価のためとるべき

措置  

１）研究者評価の実施 

・業務の多様性に留意し適正な評

価基準の設定と公正な評価の実

施。 
・評価の透明性、公平性の確保のため、

評価者と被評価者との間で意志疎通

を図る措置の実施。  

・評価結果の処遇への反映。 

 
 
 
・研究者評価公正な実施。 
・さらなる改善の余地を検討す

し、必要に応じて評価システ

ムの充実を図る。 
 

 

４ 

・ 一般的には困難な研究者評価を、整然と行

うシステムを整えて研究者評価を混乱な

く公正に実施するとともに、複数年度評価

の導入の是非の検討等システムの改善に

も努め、また、評価結果を研究者のモチベ

ーションを向上させる方向での処遇に活

用していることから、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にあると認められる。

・ さらに、他の研究機関の“範”となる研究

者評価制度として既に過年度から高く評

価しているところであるが、17年度は評

価対象研究者の範囲を広げ研究者評価を

整然かつ継続的に実施し定着に努めた意

・  



 

                   １８

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

義は高い。また、理事長表彰、在外研究制

度、研究費の追加配分制度など評価結果の

研究者処遇への活用と連動させており、そ

の先進性は高く評価できる。こうしたこと

に加え、事後における被評価者へのアンケ

ート実施など研究者の理解を得るための

フォローとフィードバックにも充分に配

慮しており、研究者評価の実施が研究者の

モチベーションを上げる効果を生みだし

ていることから、中期目標の達成に向けて

優れた実施状況にあると認められる。 

（５）国土交通大臣の指示への対

応のため取るべき措置 
 １）国土交通大臣の指示への対

応  
・災害発生時に原因究明や技術指

導 

のため専門家チームを速やかに

派遣できる体制整備。 

 
 

 
 
 
・大臣指示に対応して専門家チ

ームを速やかに派遣できる

よう、災害対策マニュアルや

所内の対応体制を充実、予行

演習を実施。 

・研究所独自の判断での専門家

チームの派遣。 

 

 

５ 

・ 予行演習と災害発生時における研究所専

門家チームの実際の派遣経験を踏まえて、

研究所災害対策マニュアルの改訂版を充

実させ、災害時に備えた効果的かつ機動的

な体制を整備するとともに、国内外で発生

した地震・津波・高潮高波災害に積極的に

研究所の専門家チームを派遣しているこ

とから、中期目標の達成に向けて着実な実

施状況にあると認められる。 

・ さらに、多様な災害を想定した実践的な予

行演習の実施及び国内外で発生した多数

の地震・津波・高潮高波災害への研究所の

専門家チームの派遣を通じて判明した上

記マニュアル等の不備な点には迅速に対

応するなど、災害発生時の専門家チームの

派遣体制整備に対する研究所の姿勢は極

めて積極的である。また、国内外で発生し

た多数の地震・高潮高波災害に際しても、

専門家チームを極めて迅速に現地へ派遣

してきているが、これは研究所の災害対策

マニュアルの有効性と日頃の予行演習が

充実していることの反映である。また、実

際の派遣で得られたノウハウの蓄積を通

じて専門家チームの派遣の迅速性と派遣

体制の有効性を高めていることは、国家が

 



 

                   １９

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

要請する課題に十分対応できていること

を示しており、研究所の取組みは高く評価

できる。 

・ 特に、上記に関連して、スマトラ沖大地震

及びインド洋津波災害の発生に際しては、

調査員の安全確保など巨大自然災害時特

有のリスクを負いながらも、16年度の迅

速な現地緊急調査の実施及び津波防災研

究センターの早期設置に引き続いて、17

年度においても現地調査の精力的な実施、

関連する国際会議の度重なる開催、大規模

な津波公開実験の実施等精力的・先導的に

対応するとともに、米国ハリケーン・カト

リーナ災害に際しても日本人として初め

て米国の調査団に参加するなど迅速かつ

積極的な対応は、研究所の技術的貢献の面

で存在意義を高めるものであり、研究所の

社会的使命を自覚した極めて適切な取組

みである。さらに、これらの取り組みは一

時的な対応ではなく、「ゼロメートル地帯

の今後の高潮対策のあり方について」（平

成１８年１月国土交通省）のとりまとめに

当たっては、ハリケーン・カトリーナの現

地調査結果や研究所の研究成果による技

術的支援を行うなど、我が国における激甚

津波災害防止及び人口や資産の集中する

ゼロメートル地帯における激甚高潮災害

防止手法の精緻化に向けてデータを整理、

解析し、長期的な研究進展に結びつける研

究活動も行われていることは極めて優れ

た取組みとして特筆すべきと判断できる。

加えて、近隣マリーナとの災害時における

緊急輸送に関する協定の締結を行うなど

専門家チームの被災地への派遣やその予

行演習を通じた派遣体制に対する不断の

改善努力についても極めて優れた取組み



 

                   ２０

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

として特筆すべきと判断できることから、

中期目標達成に向けて特筆すべき優れた

実施状況にあると認められる。 

３．予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

１）予算、収支計画及び資金計

画 

・予算、収支計画、資金計画につ

いて別表のとおり計画し、これ

を適正に実施するとともに経費

の抑制に努め、財務内容の改善

に努める。 

 

 
 
 
・予算、収支計画、資金計画に

ついて別表のとおり計画し、

これを適正に実施するとと

もに経費の抑制に努め、財務

内容の改善に努める。 

 

３ 

・ 予算、収支計画及び資金計画に基づき業務

を適正に実施するとともに、経費の抑制に

努めていることから、中期目標の達成に向

けて着実な実施状況にあると認められる。

 

４．短期借入金の限度額 

 １）短期借入金の限度額 

・短期借入金の限額 300 百万円

（予見しがたい事故等の事由に

限る。） 

 
 

・短期借入金の限額300百万

円（予見しがたい事故等の事

由に限る。） 

 

 

－ 

 

 

 

５．重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、

その計画 

１）財産譲渡 

・計画なし。 

 
 
 
・計画なし。 

 

 

― 

 

 

 

６．剰余金の使途 

１）剰余金の使途 

・施設改修、実験機器購入、任期

付研究者等の採用、研究交流促

進等。 

 
 
・中期計画に従い適切な処理。

 

 

３ 

・ 17年度には、研究所活動推進のため研究

所設立以降着実に確保してきた目的積立

金の全残額を中期計画の剰余金の使途に

従い適切に活用していることから、中期目

標の達成に向けて着実な実施状況にある

と認められる。 

 

７．その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

（１）施設・設備に関する計画 

 １）施設・設備に関する計画 

・造波装置の整備等、「施設整備計

画」に定めた施設の整備及び既

 

 

 

・水中作業環境再現水槽の完成

を図る等研究施設の整備を

積極的に進める。また既存施

 

 

３ 

 

・ 水中作業環境再現水槽の完成、環境水理実

験水槽の整備着手及び既存施設の維持補

修を着実に実施していることから、中期目

標の達成に向けて着実な実施状況にある

と認められる。 

 

 



 

                   ２１

項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成１７年度計画    

存施設の維持補修、機能向上。 設の維持・補修、性能向上に

努める。 

（２）人事に関する計画 

 １）人事に関する計画 

・職員の適切な部門への配置、特

に、研究者の配置は研究者評価の

結果を考慮。期末の常勤職員数を

期初の９７％程度。 

 
 
・職員の適切な部門への配置、

特に、研究者の配置は研究者

評価の結果を考慮。年度末の

常勤職員数を１１０名。 

 

 

４ 

・ 職員の適正な配置、特に研究者の適正な配

置については研究者評価の結果も考慮し

て行うとともに業務を確実かつ効率的に

遂行するためにさまざまな人事上の工夫

を行っており、また、常勤職員数について

の年度目標及び中期計画の目標（110名）

を達成するなど、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。 

・ さらに、17年 4月に LCM研究センター

と沿岸環境領域を設置するにあたっては、

限られた人的資源の中で併任も活用した

人事を行うなど、研究業務の重点化・効率

化を図った。加えて、研究の実施及び管理

運営の両面に精通した国の研究者が理事

として就任するとともに、研究主監を新た

に任命するなど研究の効率化に対応した

幹部人事を積極的に行ったことから、中期

目標の達成に向けて優れた実施状況にあ

ると認められる。 

 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
５点：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
４点：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
３点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
２点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
１点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 
・５点をつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



平成１７年度業務実績評価調書：独立行政法人港湾空港技術研究所 
 
 

総合的な評定 
 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

 
極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評定理由 

〇 
 

 
  各項目の合計点数＝１０８ 

 項目数（２７）Ｘ３＝８１ 

 下記公式＝１３３％ 

＜記入要領＞ 
・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１２０％以上である場合には、「極めて順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１００％以上１２０％未満である場合には、「順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％以上１００％未満である場合には、「概ね順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％未満である場合には、「要努力」とする。 

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位又は下位のランクに評価を

変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変更することができる。 
 

総 合 評 価 
 
（法人の業務の実績） 

各評価項目の年度計画は、中期計画を達成するための最終年度計画として妥当である。全２７評価項目

が３以上の評価であり、高い水準で年度計画を達成している。特に、組織運営、研究者評価システム、研

究評価体制の整備、研究成果の発表、国土交通大臣の指示への対応については、特筆すべき優れた実績が

認められる。研究所における理事長以下の積極的な運営と研究者の自主努力によるトップダウン方式とボ

トムアップ方式の絶妙な調和が研究技術開発面で極めて機能的であり、また、研究者の自主性を取り込ん

だ新しい研究者評価法が極めて効果的であったものと考えられる。 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

人材活用、研究の重点化、共同研究、知的財産権等に関する数値目標は、研究所の使命を果たすための

枠組みにすぎないので、今後もこれまで通り、数値目標にこめられた趣旨を実現するように進めて頂きた

い。また、収支改善に向けての自主努力も続けて頂きたい。 

（その他推奨事例等） 

 

 




